
特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書 記載方法

①届け出る施設及び理由以外に二重取り消し線を引きます。
有害物質貯蔵指定施設の変更届の例：

特定施設（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）届出書

②届出の提出日を記入します。（西暦でも和暦でも構いません。）
（設置届・変更届にあっては、第９条の規定により届出提出から６０
日間は工事の着手ができません。そのため、工事着手予定年月日か
ら６０日前までに提出してください。）

③届出者に法人の住所・名称・代表者の役職及び氏名を記入します。
（法人の場合、原則代表者となります。）

④届出の条項及び施設以外に二重取り消し線を引きます。
第５条第３項の例：

法第５条第１項、第２項又は第３項（第６条・・・７条）の
第７条の例：法第５条・・・（第６条第１項又は第２項、第７条）の

⑤事業場の名称を記入します。
⑥事業場の所在地を記入します。

⚠届出の規定が第５条第３項の設置届又は第５条第３項関係の第７条

の変更届の場合は、次の⑦、⑧は記入せず、第５条第２項関係のよう
に第５条第１項関係に斜線を引き、次のページに進んでください。

⑦届出対象の特定施設の種類を記入します。
（水質汚濁防止法施行令別表第１の特定施設番号又は
指定地域特定施設を記入してください。）

なお、第７条の変更届において、対象となる特定施設がない場合は、
事業場のすべての特定施設の種類を記入してください。

⑧届出対象の特定施設が有害物質使用特定施設であれば、有に☑ 、

そうで無ければ、無に☑を入れます。

①

②

⑤

⑦

⑧

⑥

③

④

1

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/kiseishido/suishitsu/suidakuho/tokuteishisetsu.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/kiseishido/suishitsu/suidakuho/tokuteishisetsu.html


①届け出る施設のいずれかに☑を入れます。

⚠届出の規定が第５条第１項の設置届又は第５条第１項関係の第７条

の変更届の場合は、①は記入せず、第５条第３項関係に斜線を引いて
ください。

①

※第５条第１項と第５条第３項の違いとは・・・
〇第５条第１項

下水道の未告示区域や分流区域で公共用水域（海域、河川
やそれらに流れ込む水路等）に排水（雨水も含む）を排出
する事業場が特定施設を設置しようとするとき

〇第５条第３項
・有害物質貯蔵指定施設を設置しようとするとき
・公共用水域に排水を排出しない事業場（汚水・雨水ともに
すべての排水を水再生センター（下水処理場）へ排出する
事業場）が有害物質使用特定施設を設置しようとするとき

2

※有害物質使用特定施設とは・・・
水質汚濁防止法施行令第１条別表第１に掲げられている施設
において、同令第２条に掲げられている物質を製造・使用・
処理する場合

※第５条第３項関係の施設の使用届にあって、平成24年６月１
日時点で現に使用している場合は、第６条ではなく、附則第
３条となるため、本様式ではありません。詳細については、
お問い合わせください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/kiseishido/suishitsu/suidakuho/tokuteishisetsu.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/kiseishido/suishitsu/suidakuho/koujyoukijyun.html


「別紙」記入時の注意事項

1⚠ 分流区域は、別紙１～６（別紙１の２と別紙５を除く。）や添付書類が下水道法の届出書と共通で使用できます。

⚠排水先の確認は・・・

横浜市行政地図情報提供システムの「だいちゃんマップ」の「公共下水道共用開始区域図」で確認してください。
「公共用水域」：河川、海域などの公共の用に供される水域及びこれに接続する水路
「分流区域」：汚水と雨水を別々の管路で流す区域（雨水は河川や海域へ、汚水は水再生センターへ）
「合流区域」：汚水と雨水を一つの管路で流す区域（雨水も汚水も水再生センターへ）

水質汚濁防止法第５条第１項に係る届出書の場合

水質汚濁防止法第５条第３項に係る届出書の場合

別紙１～６
（p.2～10参照）

別紙１２～１５
（p.11～14参照）

どの別紙が必要か？

排水先
公共用水域 or 分流区域

届出対象施設
特定施設

届出の対象施設や排水先をもとに必要な別紙を判断してください。
その後、次ページ以降の各別紙の記載方法や記載例を参考に書類を作成してください。
p.15以降は共通の添付書類となっていますので、ご確認ください。

かつ

届出対象施設
有害物質貯蔵指定施設

排水先
合流区域

届出対象施設
有害物質使用特定施設

かつ

https://wwwm.city.yokohama.lg.jp/yokohama/Portal?mid=7
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/kiseishido/suishitsu/suidakuho/tokuteishisetsu.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/kiseishido/suishitsu/suidakuho/tokuteishisetsu.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/kiseishido/suishitsu/suidakuho/tokuteishisetsu.html


①事業場内における施設番号などを記入してください。

②届出対象となる特定施設の番号、名称を記入してください。

③メーカー名と型番を記入してください。
なお、オーダーメイドの場合は運転方式等を記入してください。

④主要な材質を記入してください。
例：ステンレス製、塩ビ製

⑤施設の外回り寸法を記入してください。

⑥製品等を製造能力について、１日当たりや時間あたり等、単位あた
りの能力を記入してください。
例：○kg/日、○台/回、容量〇ｍ３

⑦当該施設及びこれに関連する主要機械・主要装置の配置を記入して
ください。
記入が難しい場合は、添付書類として図面を添付してください。

⑧使用届の際に、施設を設置していた日を記入してください。

⑨工事を着手する日を記入してください。
原則として届出日から６０日以後の日付となります。

⑩工事が完了する日を記入してください。

⑪施設の使用を開始する日を記入してください。

⑫有害物質使用特定施設に該当する場合、地下浸透を防止するための
床面及び周囲の材質、構造等を記入してください。

①

②

⑤

⑦

⑧

⑥

③

④

2

⑨
⑩

別紙１ 特定施設の構造

⑪

⑫



①

3

②

別紙１の２ 特定施設の設備

③

④

⑤

⑥

⑦
⑧
⑨
⑩

⑪

①事業場内における施設番号などを記入してください。

②届出対象となる特定施設の番号、名称を記入してください。

③有害物質使用特定施設に付帯する設備をすべて記入してください。

配管等の該当する設備がない場合や設備に有害物質を含む水が流れ
ない場合は、「該当なし」と記入してください。

④主要な材質を記入してください。
例：ステンレス製、塩ビ製

⑤設備の外回り寸法を記入してください。

⑥設備が設置されている場所を記入してください。設置場所が地上に
あるのか地下にあるのかが分かるように記入してください。

⑦使用届の際に、施設を設置していた日を記入してください。

⑧工事を着手する日を記入してください。
原則として届出日から６０日以後の日付となります。

⑨工事が完了する日を記入してください。

⑩設備の使用を開始する日を記入してください。

⑪設備の耐性等について記入してください。
該当する設備がない場合は廃液の処理方法「廃液は業者回収」、
設備に有害物質を含む水が流れない場合はその理由「２次洗浄水ま
で回収」などと記入してください。

⚠「別紙１の２」は届出対象施設が有害物質使用特定施設でない

場合は、記入・提出しなくて構いません。

付帯する設備とは・・・
有害物質特定施設本体に付帯する配管や排水溝等のことです。
例：配管、排水溝、フランジ、ポンプなど



①

4

別紙２ 特定施設の使用の方法
①事業場内における施設番号などを記入してください。

②設置する特定施設の番号、名称を記入してください。

③当該施設の設置場所を記入してください。
記入が難しい場合は、添付書類として図面を添付してください。

④特定施設を含む操業の系統について、フローシート形式で記載してくだ
さい。この欄に書ききれない場合は、別資料としてください。

⑤１日のうち使用する時間帯を記入してください。
隔日等の場合はその内容を記入してください。

⑥１日当たりの使用時間を記入してください。

⑦季節変動がある場合はその内容を記載してください。
例：４月～５月 多い

⑧特定施設を含む作業工程において使用する原材料の種類、使用方法、
１日当たりの使用量を記入してください。使用する原材料が製品名等
で含有する物質が分からない場合は、SDSの添付してください。

⑨特定施設から排出される汚水の想定される水質を記入してください。
使用する薬品や処理する物質等から推定して、汚水中に含まれる可能
性のある規制項目を記入をお願いします。
想定水質については、使用物質の濃度から計算する方法やメーカーに
よる実績値等から推定する方法が考えられます。

⑩特定施設から排出される汚水の量（通常時と最大時について）を記入
してください。

⑪有害物質使用特定施設に該当する場合、有害物質を使用する際の管理
要領があることを記入してください。

②

③
④
⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/kiseishido/suishitsu/suidakuho/haisuikijyun.html


①

5

別紙３ 汚水等の処理の方法

②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

⑱

⑲

⑳

①事業場内における処理施設番号と名称を記入してください。
②当該施設の設置場所を記入してください。
記入が難しい場合は、添付書類として図面を添付してください。

③使用届の際に、施設を設置していた日を記入してください。
④工事を着手する日を記入してください。
⑤工事が完了する日を記入してください。
⑥排水処理施設の使用を開始する日を記入してください。
⑦メーカー名と型番を記入してください。
なお、オーダーメイドの場合は運転方式等を記入してください。

⑧主要な材質を記入してください。
例：コンクリート製、ステンレス製、塩ビ製

⑨施設の外回り寸法を記入してください。
⑩１日・時間あたりの汚水等の処理能力を記入してください。

例：○ｍ３ /日、○ｍ３/時間
⑪排水処理の方法・方式を記入してください。

例：中和、凝集沈殿、活性汚泥法、油水分離、加圧浮上、砂ろ過
⑫汚水等の処理施設の処理の系統について、フローシート形式で記載して
ください。この欄に記入できない場合は、別資料としてください。

⑬処理施設までの集水・導水方法を記入してください。
この欄に記入できない場合は、別資料としてください。

⑭１日のうち使用する時間帯を記入してください。
隔日等の場合はその内容を記入してください。

⑮１日当たりの使用時間を記入してください。
⑯季節変動がある場合はその内容を記載してください。

例：４月～５月 少ない
⑰処理施設で使用する消耗資材の種類、１日当たりの使用量を記入してく
ださい。

⑱処理施設における処理前後の水質を記入してください。
⑲処理施設に流入する汚水の量、排出される処理水の量を記入してください。
⑳排水の排出方法（どの排水口からどの水域に排出するのか）を記入してく
ださい。

⚠ 排水処理施設の構造図、設計計画書、性能保証値等の

メーカー資料を添付してください。



①事業場にある排水口すべてについて、排水口の番号・名称を記入
してください。

②各排水口における排水の水質を記入してください。なお、排水中
に含まれる可能性のある規制項目をすべて記入してください。
この欄に記入した項目について、年１回以上の自主測定の義務が
発生します。

③各排水口に排出される通常時と最大時の排水量を記入してくださ
い。

④各排水口からの排出先を記入してください。
海域の場合は、東京湾かそれ以外がわかるようにしてください。
海域以外の場合は、河川名を記入してください。
下水道へ放流する場合は、その方式も含めて記入してください。
（分流式下水道・合流式下水道へ放流など）

①

6

別紙４ 排出水の汚染状態及び量

②

③

④

⚠ 水量は届出内で水収支の整合性をとってください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/kiseishido/suishitsu/suidakuho/haisuikijyun.html


①指定項目（ＣＯＤ・Ｔ－Ｎ・Ｔ－Ｐ）を記入してください。
②「水質汚濁防止法による化学的酸素要求量に係る総量規制基準」
別表掲げる番号及び業種その他区分の名称を記入してください。

③各区分ごとの特定排出水の汚染状態を記入してください。
④各区分ごとの特定排出水の量を記入してください。
排水量は小数第１位を繰り上げ、整数にしてください。
例：10.1 → 11ｍ３ /日

⑤各区分ごとの特定排出水の量を時期区分ごとに記入してください。
⑥各区分ごとに汚濁負荷量を算出して記入してください。
算出方法：〇mg/L×〇ｍ３ /日×0.001

小数第２位を四捨五入してください。
⑦特定排出水以外の排出水（汚濁負荷量が増加しない水）を記入して
ください。
例：間接冷却水、雨水

⑧特定排出水以外の排出水ごとに汚染状態を記入してください。
⑨特定排出水以外の排出水ごとに排水量を記入してください。
⑩特定排出水以外の排出水ごとに汚濁負荷量を算出して記入してくだ
さい。（算定方法は⑥を参照。）

⑪総量規制基準値を別表の業種その他区分のＣ値から算出してくださ
い。
Ｃ値×

①

7

別紙５（化学的酸素要求量）

⚠「別紙５」は排出水を東京湾（東京湾流域の河川も含む）に排

出する事業場で、かつ排水量が50ｍ３ /日以上である場合、項
目別（ＣＯＤ・Ｔ－Ｎ・Ｔ－Ｐ）に記入してください。

② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩

⑪

C0 Ci Cj

～昭和55年6月30日 昭和55年７月１日～
平成３年６月30日

平成３年７月１日～

時期区分

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pf7/suisitu/toukyowann.html


8

別紙５（全窒素）

⚠「別紙５」は排出水を東京湾（東京湾流域の河川も含む）に排

出する事業場で、かつ排水量が50ｍ３ /日以上である場合、項
目別（ＣＯＤ・Ｔ－Ｎ・Ｔ－Ｐ）に記入してください。

n0 ni

～平成14年9月30日 平成14年10月１日～

時期区分

①指定項目（ＣＯＤ・Ｔ－Ｎ・Ｔ－Ｐ）を記入してください。
②「水質汚濁防止法による窒素含有量に係る総量規制基準」
別表掲げる番号及び業種その他区分の名称を記入してください。

③各区分ごとの特定排出水の汚染状態を記入してください。
④各区分ごとの特定排出水の量を記入してください。
排水量は小数第１位を繰り上げ、整数にしてください。
例：10.1 → 11ｍ３ /日

⑤各区分ごとの特定排出水の量を時期区分ごとに記入してください。
⑥各区分ごとに汚濁負荷量を算出して記入してください。
算出方法：〇mg/L×〇ｍ３ /日×0.001

小数第２位を四捨五入してください。
⑦特定排出水以外の排出水（汚濁負荷量が増加しない水）を記入して
ください。
例：間接冷却水、雨水

⑧特定排出水以外の排出水ごとに汚染状態を記入してください。
⑨特定排出水以外の排出水ごとに排水量を記入してください。
⑩特定排出水以外の排出水ごとに汚濁負荷量を算出して記入してくだ
さい。（算定方法は⑥を参照。）

⑪総量規制基準値を別表の業種その他区分のＣ値から算出してくださ
い。
Ｃ値×

①

② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩

⑪

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pf7/suisitu/toukyowann.html
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別紙５（全リン）

⚠「別紙５」は排出水を東京湾（東京湾流域の河川も含む）に排

出する事業場で、かつ排水量が50ｍ３ /日以上である場合、項
目別（ＣＯＤ・Ｔ－Ｎ・Ｔ－Ｐ）に記入してください。

p0 pi

～平成14年9月30日 平成14年10月１日～

時期区分

①指定項目（ＣＯＤ・Ｔ－Ｎ・Ｔ－Ｐ）を記入してください。
②「水質汚濁防止法によるりん含有量に係る総量規制基準」
別表掲げる番号及び業種その他区分の名称を記入してください。

③各区分ごとの特定排出水の汚染状態を記入してください。
④各区分ごとの特定排出水の量を記入してください。
排水量は小数第１位を繰り上げ、整数にしてください。
例：10.1 → 11ｍ３ /日

⑤各区分ごとの特定排出水の量を時期区分ごとに記入してください。
⑥各区分ごとに汚濁負荷量を算出して記入してください。
算出方法：〇mg/L×〇ｍ３ /日×0.001

小数第３位を四捨五入してください。
⑦特定排出水以外の排出水（汚濁負荷量が増加しない水）を記入して
ください。
例：間接冷却水、雨水

⑧特定排出水以外の排出水ごとに汚染状態を記入してください。
⑨特定排出水以外の排出水ごとに排水量を記入してください。
⑩特定排出水以外の排出水ごとに汚濁負荷量を算出して記入してくだ
さい。（算定方法は⑥を参照。）

⑪総量規制基準値を別表の業種その他区分のＣ値から算出してくださ
い。
Ｃ値×

①

② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩

⑪

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pf7/suisitu/toukyowann.html


①用排水のフローがわかる水バランスを記入してください。
この欄に記入できない場合は、別資料を添付してください。
さらに、給水経路・排水経路・雨水経路が記載した図面を添
付してください。また、経路ごとに色分けし、わかりやすく
してください。

②事業場全体で使用する水の量（用水量）を、用途別・水源別
に記入してください。

①

10

別紙６ 用水及び排水の系統

②

⚠ 水量は届出内で水収支の整合性をとってください。



①

②

⑤

⑦

⑧

⑥

③

④
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⑨
⑩

別紙12 有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の構造

⑪
⑫

①事業場内における施設番号などを記入してください。

②届出対象となる有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の別を
記入してください。

③メーカー名と型番を記入してください。
なお、オーダーメイドの場合は運転方式等を記入してください。

④主要な材質を記入してください。
例：ステンレス製、塩ビ製

⑤施設の外回り寸法について記入してください。

⑥製品等を製造能力について、１日当たりや時間あたり等、単位あた
りの能力を記入してください。
例：○kg/日、○台/回、容量〇ｍ３

⑦当該施設及びこれに関連する主要機械・主要装置の配置を記入して
ください。
記入が難しい場合は、添付書類として図面を添付してください。

⑧地下浸透を防止するための 床面及び周囲の材質、構造等を記入して
ください。

⑨使用届の際に、施設を設置していた日を記入してください。

⑩工事を着手する日を記入してください。
原則として届出日から６０日以後の日付となります。

⑪工事が完了する日を記入してください。

⑫施設の使用を開始する日を記入してください。



①

②

⑤

⑦
⑧

⑥

③

④
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⑨
⑩

別紙13 有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の設備

⑪

①事業場内における施設番号などを記入してください。

②届出対象となる有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の別
を記入してください。

③有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設に付帯する設備をす
べて記入してください。

配管等の該当する設備がない場合や設備に有害物質を含む水が流れ
ない場合は、「該当なし」と記入してください。

④主要な材質を記入してください。
例：ステンレス製、塩ビ製

⑤設備の外回り寸法を記入してください。

⑥設備が設置されている場所を記入してください。設置場所が地上に
あるのか地下にあるのかが分かるように記入してください。

⑦使用届の際に、施設を設置していた日を記入してください。

⑧工事を着手する日を記入してください。
原則として届出日から６０日以後の日付となります。

⑨工事が完了する日を記入してください。

⑩設備の使用を開始する日を記入してください。

⑪設備の耐性等について記入してください。
該当する設備がない場合は廃液の処理方法「廃液は業者回収」、
設備に有害物質を含む水が流れない場合はその理由「２次洗浄水ま
で回収」などと記入してください。

付帯する設備とは・・・
有害物質特定施設本体に付帯する配管や排水溝等のことです。
例：配管、排水溝、フランジ、ポンプなど



①

②

⑤

⑦

⑧

⑥

③

④
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⑨

⑩

別紙14 有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の使用の方法

①事業場内における施設番号などを記入してください。

②届出対象となる有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の
別を記入してください。

③当該施設の設置場所を記入してください。
記入が難しい場合は、添付書類として図面を添付してください。

④当該施設を含む操業の系統について、フローシート形式で記載し
てください。
この欄に記入できない場合は、別資料としてください。

⑤１日のうち使用する時間帯を記入してください。
隔日等の場合はその内容を記入してください。

⑥１日当たりの使用時間を記入してください。

⑦季節変動がある場合はその内容を記載してください。
例：４月～５月 多い

⑧有害物質使用特定施設を含む作業工程において使用する原材料の
種類、使用方法、１日当たりの使用量を記入してください。使用
する原材料が製品名等で含有する物質が分からない場合は、SDSの
添付してください。

⑨有害物質貯蔵指定施設で貯蔵する水に含まれる有害物質の種類を
すべて記入してください。

⑩有害物質を使用する際の管理要領があることを記入してください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/kiseishido/suishitsu/suidakuho/koujyoukijyun.html


①

②
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別紙15 用水及び排水の系統（搬入及び搬出の系統）

①【有害物質使用特定施設の場合】
有害物質に係る用排水のフローがわかる水バランスを記入してく
ださい。
この欄に記入できない場合は、別資料を添付してください。
さらに、有害物質に係る給水経路・排水経路・雨水経路が記載し
た図面を添付してください。また、経路ごとに色分けし、わかり
やすくしてください。
【有害物質貯蔵指定施設の場合】
貯蔵される有害物質に係る搬入・搬出の経路を記入してください。
また、その経路を示した図面を添付してください。

②事業場全体で使用する水の量（用水量）を、用途別・水源別
に記入してください。
なお、有害物質貯蔵指定施設の場合、記入不要です。

⚠ 水量は届出内で水収支の整合性をとってください。



17  

参考１ 届出理由・事業場概要 

①届出を行う理由を記入してください。 

②事業場の概要として、各項目を記入してください。 
「業種」：「日本産業分類 細分類」から記入 
「企業規模」：下表参照 
「公共施設」：浄水場・下水処理場・焼却工場等の公共施設 

「下水道排除方式」：p.1の排水先確認を参照 

 

 

業種 

 

大企業 
中小企業 零細企業 

資本金額また
は出資総額 

常時使用する従業員数 

①製造業・建
設業・運輸業・
その他の業種 

 

右欄以外 

 

３億円以下 
300人 
以下 

 

20人以下 

②卸売業 右欄以外 １億円以下 100人以下 5人以下 

③サービス業 右欄以外 
5,000万円 

以下 
100人以下 5人以下 

④小売業 右欄以外 
5,000万円 

以下 
50人以下 5人以下 

 

 

③期間短縮通知書の交付方法について、電子交付の希望の有無に☑を
いれてください。 

 

 

① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

 

 

③ 



①
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参考２ 添付書類一覧

①必要な添付書類の一覧です。
添付書類の確認にご使用ください。



①
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参考３ 有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設に係る構造基準等一覧

⚠「当該書類」は事業場に有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵

指定施設が一切ない場合は、記入・提出しなくて構いません。

①事業場内のすべての有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設
について、構造基準の該当する項目に各基準（Ａ・Ｂ）を記入します。

「有害物質の種類」の欄については、略称表記でも構いません。
例：カドミウム及びその化合物 → Ｃｄ

アンモニア、アンモニウム化合物、硝酸化合物及び亜硝酸化合物
→ Ｎ－３

⚠構造基準の詳細については、市ホームページをご覧ください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/kiseishido/suishitsu/suidakuho/koujyoukijyun.html


①
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参考４ 特定施設（有害物質使用特定施設）、有害物質貯蔵指定施設一覧表

⚠ 「有害物質の種類」や「台数」は届出内及び過去の届出と

整合性をとってください。

①事業場内のすべての特定施設等の種類、設置台数、使用等している
有害物質を記入します。

※特定施設等以外で使用等している有害物質は「その他」の欄に記入
してください。



①
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添付書類 特定施設等の構造図

①届出対象の特定施設・有害物質貯蔵指定施設の構造がわかる図面を添付してください。



①
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添付書類 特定施設等の構造図

①届出対象の特定施設・有害物質貯蔵指定施設の構造がわかる図面を添付してください。



①
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添付書類 特定施設等の構造図

①届出対象の特定施設・有害物質貯蔵指定施設の構造がわかる図面を添付してください。



①
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添付書類 特定施設等の構造図

①届出対象の特定施設・有害物質貯蔵指定施設の構造がわかる図面を添付してください。



①
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添付書類 特定施設等の設置場所、用排水の系統図

①届出対象の特定施設・有害物質貯蔵指定施設の設置場所を示す図面を添付してください。
当該施設に関連する主要機械・主要装置の配置も併せて示してください。
給水・排水の系統についても、色分けするなどわかりやすく図示してください。
さらに、有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の場合、床面の構造・仕様がわかるようにしてください。



①
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添付書類 特定施設等の設置場所、用排水の系統図

①届出対象の特定施設・有害物質貯蔵指定施設の設置場所を示す図面を添付してください。
当該施設に関連する主要機械・主要装置の配置も併せて示してください。
給水・排水の系統についても、色分けするなどわかりやすく図示してください。
さらに、有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の場合、床面の構造・仕様がわかるようにしてください。



①
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添付書類 特定施設等の設置場所、用排水の系統図

①届出対象の特定施設・有害物質貯蔵指定施設の設置場所を示す図面を添付してください。
当該施設に関連する主要機械・主要装置の配置も併せて示してください。
給水・排水の系統についても、色分けするなどわかりやすく図示してください。
さらに、有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の場合、配管等の付帯する設備がわかるように図示してください。



①
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添付書類 排水処理施設等の設置場所、用排水の系統図

①排水処理施設の設置場所を示す図面を添付してください。
給水・排水の系統についても、色分けするなどわかりやすく図示してください。



①
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添付書類 用排水の系統図

①給水・排水の系統について、色分けするなどわかりやすく図示してください。



①

28

添付書類 用排水の系統図

①敷地外からの給水・敷地外への排水の系統について、色分けするなどわかりやすく図示してください。
また、建屋等の配置も併せて記入してください。



①
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添付書類 排水処理施設の仕様書

①排水処理施設の仕様書などを添付してください。



①
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添付書類 排水処理施設の仕様書

⚠ 排水処理後の水質が排水基準を満たすようにしてください。

①排水処理施設の処理能力が確認できるようにしてください。。



①
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添付書類 排水処理のフロー・系統

①排水処理のフローや系統がわかる資料を添付してください。



①
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添付書類 使用薬品リスト

①事業場で使用している薬品のリストを添付してください。
薬品の「成分・組成」、「該当有害物質」、「使用する特定施設等」
がわかるようにしてください。

※薬品名から成分・組成がわからない場合、SDSを添付してください。

ＳＤＳとは、安全データシート（Safety Data Sheet）の略語で、
化学物質および化学物質を含む混合物を譲渡または提供する際に、
その化学物質の物理化学的性質や危険性・有害性及び取扱いに関
する情報を化学物質等を譲渡または提供する相手方に提供するた
めの書類のこと。



①
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添付書類 特定施設等一覧表

①事業場内のすべての特定施設・有害物質貯蔵指定施設がわかる一覧表を添付してください。



①
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添付書類 案内図

①事業場への案内図を添付してください。



①
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添付書類 有害物質使用特定施設等の使用の方法に関する管理要領

①有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設においては、使用の
方法に関する管理要領を作成し、添付してください。
管理要領の作成手引きや記載例はホームページをご確認ください。

有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設に係る有害物質を
含む水の受け入れ、移し替え、分配等の作業は、有害物質を含む
水が飛散・流出・地下浸透しない方法で行うとともに、有害物質
を含む水の補給状況や設備の作動状況の確認等、施設の運転を適
切に行わなければなりません。
また、有害物質を含む水が漏えいした場合には、直ちに漏えいを
防止する措置を講じるとともに、当該漏えいした有害物質を含む
水を回収し、再利用するか又は生活環境保全上支障のないよう適
切に処理しなければなりません。
事業者は使用方法、点検方法、点検回数等を記載した管理要領を
作成する必要があります。

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/kiseishido/suishitsu/suidakuho/koujyoukijyun.html#7E61B


①
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添付書類 有害物質使用特定施設等の使用の方法に関する管理要領

①有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設においては、使用の
方法に関する管理要領を作成し、添付してください。
管理要領の作成手引きや記載例はホームページをご確認ください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/kiseishido/suishitsu/suidakuho/koujyoukijyun.html#7E61B


①

37

添付書類 点検記録簿

⚠ 点検記録簿は３年間保管する義務があります。

①必要な点検項目等を満たした点検記録簿を添付してください。
点検記録簿の作成例はホームページをご確認ください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/kiseishido/suishitsu/suidakuho/koujyoukijyun.html#7E61B


①
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添付書類 特定施設等の床面の資料

⚠ 取り扱う有害物質に対して耐薬品性があるかをご確認ください。

①有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の場合、地下浸透対策
である施設の床面の構造・仕様がわかるカタログなどを添付してくだ
さい。
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